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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01・3363・6 医療法人　石塚歯科医
院

〒019-2601
秋田市河辺和田字上中野
４０１番地６

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第501号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

22・3037・2 ことおか歯科 〒018-2104
山本郡三種町字西小瀬川
１７１

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第543号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第226号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第89号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第298号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第215号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第190号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第120号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第503号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科技工加算１及び２
　　　（歯技工）第249号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第216号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第852号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日

26・3074・6 岡田歯科医院 〒019-1404
仙北郡美郷町六郷字馬町
１２

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第542号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第89号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第72号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第502号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第851号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日


